
全司法労働組合青年協議会発行「時の窓は、青年みんなに配りましょう」 
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ときのまど 

時の窓    No.201 
ＴＯＫＩ ＮＯ ＭＡＤＯ              2017/12/25 

 

 

 

 第２回常任委員会では、第27回定期総会で確立

した運動方針に基づき、通年的なとりくみや各闘

争期でのとりくみを討議して具体化をはかったほ

か、２０１８年全国青年友好祭典の開催時期等企

画・内容の具体化をすすめました。 

 また、各級青年機関の活動や実態の報告を行っ

たほか、秋季年末闘争期における全司法青年協統

一要求書及び異動要求書の確立などを行いました。 

 運動方針の具体化では、今年も青年の要求把握

のため、「青年の暮らしむきアンケート」と「一人

一言要求行動」を実施することを確認しました。 

 

 

 

常任委員会後には、最高裁和波人事局総務課長

との交渉を実施しました。賃金、諸手当、異動、

超過勤務及びＣＥ・ＣＡ試験等、青年層にとって

重点となる課題について当局を追及するとともに、

各地の常任委員・オブザーバーから青年の生活実

態や職場の実情、意見交換会と事前アンケートで

集約した書記官養成課程研修生の意見を直接訴え、

その改善を求めました。 

当局からは、ほぼすべての項目で従前の回答を 

 

維持し、今後も私たちの要望・要求について誠実

に対応する旨の回答がありました。中でも、超過

勤務の問題に関わって、「超勤申請について、管理

職から書記官には確認があったが青年事務官には

なく、申請がしづらい」「昼休みの当事者案内につ

いて、超過勤務申請できている庁とできていない

庁がある」といった実態や、反対に、管理職の声

掛けや働きかけにより、超勤申請が出しやすくな

った職場があることを伝えたときには、課長は頷

きながら訴えを聞いていました。（４面につづく） 

 

 

 

 

 

 

開催日程が決まりました！ 

2018年8月25日（土）～26日（日） 

第28回定期総会（24日（金）午後～25日（土）午

前）に引き続いての開催です。 

財政活動の提起も予定しています。 

みんなで友好祭典を作っていきましょう！ 

 

 

 

超勤実態・総研生の研修に対する生の声を 

当局に訴える ～第２回常任委員会・最高裁交渉～ 

とりくみの具体化を検討 

超過勤務の実態に関心 



2 
 

 
 
 
 
 

 

１０月７日～８日に岡山

県真庭市蒜山で中国地連友

好祭典を開催しました！ 

約６年ぶりの開催でした

が、青年同士で泊りがけのレ

クは想像以上に楽しく、ま

た、様々な人と話すことがで

き貴重な経験になりました。 

改めて、青年の繋がりの大

切さを実感できた友好祭典

になりました。（中国地区担当常任 山戸） 

 

 
 

 

 初日は、体育館

でソフトバレーと

大縄飛びを行いま

した。 

 楽しくできまし

たが３時間動きっ

ぱなしで、体がボ

ロボロ（笑） 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

懇親会、２次会はお酒を飲み、

わいわいしながら親睦を深めま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトバレー＆大縄跳び！ 

懇 親 会 ！ 
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２日目はブドウ狩りを行いました。岡山の名産という

こともあり、とても美味しかったです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月２１～２２日、会津若松で、第５０回東北青年のつどいが開催

され、青年ＯＢ・ＯＧのサポーターを含め、３２人が参加しました。 

今年度の企画は伝統工芸品の

絵ろうそくの絵付け体験に始ま

り、戊辰戦争・白虎隊ゆかりの

鶴ヶ城見学を経て、市内の宿に

宿泊し、皆で夕食バイキングを

楽しみました。ホテルではミニ

ゲーム企画や、名物の馬刺しの

差し入れ等もあり、大盛り上が

りのうちに１日目が終了しまし

た。 

２日目は、宿を出た後、新

宮熊野神社の長床見学をして

から、喜多方ラーメンのお店

で昼食をとって解散となりま

した。福島の実行委員の皆さ

んのおかげで、今年も非常に

満足度の高いつどいになりま

した。来年の山形での開催も

楽しみです。（東北地区担当

常任 雫石） 

 

ブドウ狩り！ 
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 第２回常任委員会と最高裁交渉に先立ち、総研

入所中の書記官養成課程研修生（以下、総研生）

との意見交換会及び事前アンケートを実施しまし

た。事前アンケートは、全総研生に協力を依頼し

たところ、未加入者からも回答をいただきました。 

また、意見交換会では、事前アンケートに現れ

た意見・要望の実態や、昨年からの変化について、

総研生の組合員有志に意見を聞きました。昨年と

比べて、研修生の呼び出し方法に配慮がされるよ

うになったなど、一定の改善が見られたとのこと

です。その他、寮内の設備、研修カリキュラムや

事前研修・実務修習のあり方についても、率直な

意見が出されました。研修所内のＩＴ環境につい

ては、「Ｊ・ＮＥＴポータルを閲覧できるようにし

てほしい」といった要望が出されました。 

意見・要望、昨年からの変化は、青年協交渉で

当局に対し訴えました。 

昨年に引き続き、休暇の取得については、「今後

も必要な休暇は適切に取得できるよう努めていき

たい」。研修環境の整備については、「要望があれ

ば申し出てもらって差し支えない」との回答を得

ています。回答を活用し、総研生が充実した研修

を受けられるよう、青年協としてこれからも追及

していきます。 

      ↑意見交換会参加者のみなさん 

 

Ｑ 昨年、事務局が「高圧的である」等の回答

が目立ち、最高裁に改善を求めたが、現在の

状況は？ 

Ａ 「とてもやさしくしてもらっています！」 

「未だ高圧的。改善されているとは到底思

えない」 

→ 「高圧的」等の回答は未だあるものの、

昨年と比べて格段に減少。意見交換会では、

「聞いていたほどひどくない」との意見が

上がった。 

 

Ｑ 総研・寮の設備で要望は？ 

Ａ 「シュレッダーの整備台数が少ない」 

「壊れた洗濯機が１～２か月放置される

ことは現在でもよくある」 

→ 他にも、掃除機の性能、電子レンジの整

備についても回答があった。また、暖房

器具の持ちこみが制限されていることか

ら、「着込むなりの工夫をしても寒さ対策

には限界がある」との意見もあった。 

 

Ｑ 研修カリキュラムに対しての要望は？ 

Ａ 「（二部の）裁判事務修習で４月と８月が

中途半端だった」 

「実務修習の期間が長すぎる」 

→ 二部１年４月～８月の裁判事務修習の

充実を求める回答がいくつもありました。

また、実務修習に伴う経済的な負担を訴え

るものもあり、意見交換会でも「実務修習

中、宿舎に入居できるとありがたい」とい

う意見がありました。 

 

                                                 

 

 

 

 

宿舎貸与に関する運用の見直しについては、全司

法情報3135号（11/29付け）でお知らせしたとおりで

す。 

今回の見直しにより、家裁調査官（補）及び営繕

技官が職種として第２類型（頻度高く転居を伴う転

勤等をしなければならない職員）に常に該当するこ

とになりました。また、職種を問わず、「転居を伴う

転勤等後概ね４年以内の者」も第２類型に該当する

こととなりました。これにより、従前よりかなり多

くの職員が宿舎の入居対象者となることになります。 

そして、組合とのやりとりの中で、総研生に関わ

る回答がありましたので、紹介します。 

                              

組合 総研入寮時において、入居中の宿舎を継続利用すること

はできないか。 

当局 （…）例外的に継続利用を認める余地もあることから、希

望する場合は、所属庁に申し出ていただきたい。 

組合 総研終了時に宿舎貸与を受けていない者について、書記

官に任官するに当たり、居住地を異動する（研修所から任官

地への異動も含む。）場合は、類型②に当たるのか。 

当局 その者の個別の特別な事情（病気や家族の事情など）な

どから、今後、明らかに転居を伴う転勤等をしないことが

判明している場合を除き、転居を伴う転勤等に準ずるもの 

  として、類型②に該当することになる。          

 実務修習中の総研生の宿舎貸与の可否つい

ては追加回答待ちです。続報をお待ちください。 

事前アンケート＆意見交換会 一部紹介 

 

事務局の対応 一定改善か 

総研入寮時も「入居中の宿舎の継続利用認める

余地あり」 
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